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１．目的 

 

「国立大学法人北海道大学研究費不正使用防止計画」（以下「不正使用防止計画」という。）は、国立大

学法人北海道大学（以下「本学」という。）における研究費の不正使用を発生させる要因を減少させ、研究

費の不正使用を防止することを目的として策定し実施する。 

 

２．基本方針 
 

①本学及び本学の研究者等には、社会的責務として研究遂行における研究費の適正な執行が求められて

いる。その責務に応えるため、研究費の不正使用を発生させない環境を醸成し、その維持に努める。 

 

②国民の税金が原資である研究費の使途については、国民の厳しい目が向けられていることを研究者等

一人一人が認識し、当然のこととして、適正に経費を執行することが研究者の在り方として求められ

ている。一人の不正行為が、研究グループ、最終的には本学全体の研究活動の停滞等を招くという自

覚を持つとともに、研究費の不正使用を防止することが研究者等や本学を守るということを認識し、

万が一不正使用が発生した場合には、本学は断固たる姿勢で臨むことを周知・徹底する。 

 

③日頃より教員と事務職員あるいは事務局と部局が互いに信頼する関係を維持し、研究費の不正使用を

未然に防ぐため不断の努力を行う。 

 

３．不正使用防止計画 
３－１．組織内の責任体制の明確化 
 

  ①最高管理責任者 

本学の研究費の運営及び管理並びに不正使用が行われた場合の対応について最終責任を負う者であ

り、国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程（以下「不正使用規程」）という。）

第４条の定めにより、総長がその責を担う。 

 

［役割］１）不正使用を防止するための対策の基本方針を策定し、周知するとともに、統括管理責任   

者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費の運営及び管理並びに不正使

用が行われた場合の対応に取り組むことができるよう、必要な措置を講じるものとする。 

    ２）不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、役員会等におい

て審議を主導し、その実施状況や効果等について役員等と議論を深める。 

    ３）様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識向上及び浸透を図る。 

 

②統括管理責任者 

最高管理責任者を補佐し、本学の研究費の運営及び管理並びに不正使用が行われた場合の対応につ

いて本学全体を統括する者であり、不正使用規程第５条の定めにより、総長が指名する理事がその責

を担う。 

 

［役割］基本方針に基づき、本学が実施する研究費の使用等に関する研修（以下「不正防止研修」と 

いう。）の企画その他不正使用の防止に関する本学全体の具体的な対策を策定し、及び実施す 

るとともに、その実施状況を最高管理責任者に報告する。 

 

③コンプライアンス推進責任者 

各部局における研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ者であり、不正使用規程

第６条の定めにより、部局の長がその責を担う。 

 

［役割］ 統括管理責任者の指示の下、 

    １）部局における対策を実施するとともに、その実施状況を統括管理責任者に報告する。 

    ２） 部局の研究費の運営及び管理に関わる教職員等に対し、不正防止研修を実施するとともに、 

その受講状況について管理監督する。 

      ３）部局において定期的に啓発活動を実施する。 

    ４）部局における研究費の運営及び管理が適切であるか監督し、必要に応じて改善を指導する。 
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④コンプライアンス推進副責任者 

  コンプライアンス推進責任者を補佐する者であり、部局の事務部の長及びその他コンプライアンス

推進責任者が必要と認めた者がその責を担う。 

 

コンプライアンス推進責任者は、部局の事務部の長のほか、複数のコンプライアンス推進副責任者を 

任命することができる。コンプライアンス推進責任者は、部門ごとにコンプライアンス推進副責任者を 

置くなど、部局の状況を踏まえ、研究費の運営及び管理について、実効性を持って行うことができる 

体制を整備しなければならない。 

 

⑤防止計画推進部署 

大学全体の観点から不正使用防止計画を推進する部署であり、国立大学法人北海道大学総長室規程

第３条第３項第７号の定めにより、研究費の不正使用の防止に関する事項について企画及び立案等を

行うことを任務とする研究戦略室がその責を担う。 

なお、研究戦略室の下に、事務局担当部署、研究戦略室の総長補佐等及び監査室で構成される公正

研究推進部会を設置し、当該部会において、内部監査結果等を踏まえ、不正使用防止計画の検証及び

改訂等について検討を行うこととしている。 

 

⑥監事 

  不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し、意見を述べる。

特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって

明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、不正防止計画が適切に運用されて

いるかを確認し、意見を述べる。 

 

  ⑦本学における不正使用防止管理体制 

本学における不正使用防止管理体制の概要は以下のとおりである。 

 

 
 

公正研究推進部会 

防止計画の検証・改訂検討 
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３－２．適切な運営・管理の基盤となる環境整備のための取組 

不正使用を発生させる要因 

不正使用防止策 

事務局 

【 】は主な担当部署 
部局 

○研究費の使用等に係るルー

ル（以下「ルール」という。）

が明確化及び統一化されて

いない。 

○ルールと運用の実態が乖離

している。 

○ルールが研究費の運営及び

管理に関わる教職員等（以下

「教職員等」という。）に適切

に周知されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

○ルールが研究費により謝金

及び旅費等の支給を受ける

学生等（以下「学生等」とい

う。）に適切に周知されてい

ない。 

○国立大学法人北海道大学会

計業務実施基準（会計業務マ

ニュアル）等において、ルー

ルについて明確化及び統一

化を図り、HP 等で周知すると

ともに、実態との乖離や実効

性の観点から、定期的に見直

しを行う。【総務企画部、財務

部、研究推進部】 

○ルール等について教職員等

に分かりやすく解説するこ

とを目的とする「研究活動に

関するハンドブック（以下

「ハンドブック」という。）」

を作成し、HP へ掲載等により

教職員等へ、ルールについて

周知を行う。【研究推進部】 

○学生向けの説明資料等を作

成し、HP へ掲載等により、ル

ールについて周知を行う。

【研究推進部】 

○ルールの改正等について、部

局の教職員等に周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ルールについて、部局の該当

の学生等に周知を行う。 

○研究費の使用に係る職務権

限（以下「職務権限」という。）

が明確に定まっておらず、適

切な決裁者による適切なチ

ェックが行われていない。 

○職務権限が実態と乖離して

いる。 

○職務権限が教職員等に適切

に周知されていない。 

○職務権限について明確化し、

HP 等で周知するとともに、実

態との乖離や実効性の観点

から、定期的に見直しを行

う。【総務企画部、財務部】 

○ハンドブックを作成し、HP へ

掲載等により教職員等へ、職

務権限について周知を行う。

【研究推進部】 

○職務権限の見直し等につい

て、部局の教職員等に周知を

行う。 

○教職員等の研究費の不正使

用に対する意識が高くない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○不正防止研修の実施環境を

整備し、不正使用規程におい

て受講を義務づける。【研究

推進部】 

○不正使用規程において、研究

費の不正使用を行わない旨

の誓約書（以下「誓約書」と

いう）の提出を義務づける。

【研究推進部】 

○ハンドブック等を作成し、HP 

へ掲載等により教職員等へ、

研究費の不正使用の事例や

ペナルティ、内部監査結果等

について周知及び意識啓発

を行う。【研究推進部】 

○公的研究費の使用に関する

行動規範（以下「行動規範」

という）について、HP 等で周

知を行う。【研究推進部】 

○部局の教職員等に不正防止

研修を確実に受講させ、統括

管理責任者に受講状況等を

報告する。 

○部局の教職員等から誓約書

を徴取する。 

 

 

 

○研究費の不正使用の事例や

ペナルティ、内部監査結果等

について、部局の教職員等に

周知を行う。 

 

 

○部局の教職員等に行動規範

について周知を行う。 
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不正使用を発生させる要因 

不正使用防止策 

事務局 

【 】は主な担当部署 
部局 

 

 

 

 

 

 

○学生に対する不正使用に係

る意識啓発がされていない。 

○研究費の不正使用が発生し

た部局については、翌年度、

競争的資金に係る間接経費

の配分を停止するルールに

ついて HP 等で周知を行う。

【研究推進部】 

○学生向けの説明資料を作成

する等、研究費の不正使用に

巻き込まれる可能性が高い、

学生に対するコンプライア

ンス教育の実施環境を整備

する。【研究推進部】 

○部局の教職員等に間接経費

の配分停止ルールについて

周知を行う。 

 

 

 

○新入生ガイダンス等の機会

を活用し、部局の学生に対

し、コンプライアンス教育を

実施する。 

 

○研究費の不正使用に係る告

発、調査及び懲戒に係る取扱

いが不明確となっている。 

 

○不正使用規程において、告発

があった場合の手続き等に

ついて明確化し、有効性の観

点から定期的に見直しを行

う。【研究推進部】 

○不正使用規程に基づき、告発

窓口を設置し、不正に係る情

報が最高管理責任者に迅速

かつ確実に伝わる体制を構

築するとともに、HP 等で告発

窓口について周知を行う。

【研究推進部】 

○不正使用規程の改正等につ

いて、部局の教職員等に周知

を行う。 

○研究費の管理及び運営に係

る業務が特定の個人に集中

するなど、牽制の効きにくい

閉鎖的な環境となっている。 

 ○部局の事務部や研究室にお

いて、研究費の管理及び運営

に関し、閉鎖的な環境となっ

ていないか確認の上、必要に

応じ、業務支援体制の整備

等、適切な対応を行う。 

 

３－３．研究費の適正な運営・管理活動のための取組 

不正使用を発生させる要因 

不正使用防止策 

事務局 

【 】は主な担当部署 
部局 

○研究費の執行状況を確認で

きる体制が整備されていな

い。 

○研究費の執行が特定の時期

に偏っている。 

○特定の研究室に研究費が集

中している。 

 

 

○教職員等が研究費の立替制

度や繰越制度について理解

していない。 

 

○財務会計システム等により

発注段階で支出財源の特定

を行い、全ての研究費の執行

状況の把握が可能な体制を

整備する。【財務部】 

 

 

 

 

○ハンドブックを作成し、HP へ

掲載等により部局へ、研究費

の立替制度や繰越制度につ

いて周知を行う。【研究推進

部】 

○財務会計システムで部局に

おける研究費の執行状況を

定期的に把握し、計画的な執

行について指導等を行う。 

 

○部局において研究費が集中

している研究室があった場

合、予算が計画的に執行され

るよう、指導等を行う。 

○立替制度や繰越制度につい

て、部局の教職員等に周知を

行う。 

○教職員等と取引業者が癒着 ○取引業者に対し、不正使用に  
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不正使用を発生させる要因 

不正使用防止策 

事務局 

【 】は主な担当部署 
部局 

している。 

○取引業者に対するチェック

が行われていない。 

関与した場合、「物品購入等

契約に係る取引停止の措置

基準」に基づき取引停止等の

処分を行うことを HP 等で周

知する。【財務部】 

○教員発注について、上限金額

を設定し、主要取引先（本学

と取引基本契約を締結する

取引業者）及び電子取引先

（本学の電子購買システム

に参画する取引業者）のみに

限る。【財務部】 

○主要取引先の選定にあたり、

コンプライアンス体制等の

審査を行い、取引基本契約に

おいて、本学の規則等を遵守

し不正に関与しないこと等

の誓約事項を盛り込む。【財

務部】 

○電子取引先の選定にあたり、

電子購買システムによる取

引に関する規約において、本

学の規則等を遵守し不正に

関与しないこと等の誓約事

項を盛り込む。【財務部】 

○主要取引先及び電子取引先

に対し、預け金の有無の確認

のため、元帳や財務諸表等の

提出を義務づける。【財務部】 

○一般取引先（主要取引先及び

電子取引先以外の取引先）と

の取引にあたり、本学契約基

準において、本学の規則等を

遵守し不正に関与しないこ

と等の誓約事項を盛り込む。

【財務部】 

○教職員等が取引業者と直接

接触せず取引可能な電子購

買システムの利用拡大を図

る。【財務部】 

○検収制度におけるチェック

が不十分、無効または形骸化

している。 

○納品検収センターにおける

検収を徹底して行う。【財務

部】 

○取引業者の入出構管理を徹

底し、配送車両に不自然な荷

物がないか確認する等、持ち

帰りの防止を図る。【財務部】 

○納品検収センターで検収が

困難な冷凍試薬等について

は、納品検収センター職員が

研究室に同行し検収を行う。

【財務部】 

 



  - 6 - 

不正使用を発生させる要因 

不正使用防止策 

事務局 

【 】は主な担当部署 
部局 

○反復納品及び持ち帰り防止

のため、特定の納品物品に油

性マーカーでマーキングを

行う。【財務部】 

○納品検収センターを経由し

ないメーカー直送品等につ

いては、発注者と異なる第三

者による確認を義務づける。

【財務部】 

○反復納品及び持ち帰り防止

のため、資産管理対象物品の

納品書にシリアル番号の記

載を義務づける。【財務部】 

○大量の消耗品の納品時、研究

室等まで同行し、納品状況の

確認を行う。【財務部】 

○異常な取引データへの対応

が不十分である。 

○電子購買システムの取引デ

ータ等を分析し、同一の研究

室が同一の業者に同一品目

を大量、多頻度で取引してい

る場合等、異常な取引が検出

された場合は、調査を実施す

る。【財務部】 

 

○特殊な役務契約に対する検

収が不十分となっている。 

○役務の内容を客観的に確認

できる資料により検収を行

う。資料による確認が困難な

場合は、専門知識を有する、

発注者と異なる教員を検査

職員として委嘱し検収を行

う。【財務部】 

 

○研究支援者等の勤務状況等

を事務部が把握していない。 

○非常勤雇用者の雇用管理（労

働条件の説明・出勤簿確認

等）については、事務部門が

行うことのルールを周知す

る。【総務企画部】 

○短期支援員の雇用にあたり、

雇用申請書の提出について

全学統一の期限を定めた上

で、事務部による労働条件等

の説明及び勤務実態の抽出

確認の実施のルールを周知

する。【総務企画部】 

○業務開始前に、謝金支給事前

届出書の提出を義務づけ、実

施時期を把握した上で、謝金

業務の実施状況について抽

出で確認を行う。【財務部】 

○非常勤雇用者の雇用管理（労

働条件の説明・出勤簿確認

等）について、事務部門によ

る実施を徹底する。 

 

○短期支援員の雇用にあたり、

雇用申請書の提出期限まで

の提出を徹底させるととも

に、事務部による労働条件等

の説明及び勤務実態の抽出

確認の実施を徹底する。 

 

○謝金業務の事前届出の実施

を徹底させる。 

 

○換金性の高い物品等の管理

が不十分である。 

○財務会計システムの取引デ

ータ等を元に、換金性の高い

物品等の購入状況を把握し

た上で、抽出で現物確認を実

施する。【財務部】 
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不正使用を発生させる要因 

不正使用防止策 

事務局 

【 】は主な担当部署 
部局 

○教職員等の出張計画の実行

状況を事務部で把握できて

いない。 

○以下のルールを周知する。

【総務企画部、財務部】 

・旅行開始前に旅費システムを

使用して当該旅行を申請し、

旅行命令を受けなければな

らならないこと 

・旅行終了後は旅費システムに

より出張報告を行わなけれ

ばならないこと 

・旅行申請時、用務内容、用務

先、宿泊先、面談者等の情報

を、旅費システムへ入力し、

当該旅行内容を確認できる

資料を紙媒体で提出または

旅費システムへ添付するこ

と 

○事後抽出で旅行実態の確認

調査を行う。【総務企画部、財

務部】 

 

 

○旅行開始前の旅費システム

による旅行申請を徹底させ

る。 

 

○旅行終了後の旅費システム

による出張報告を徹底させ

る。 

○旅行申請時、旅費システム入

力項目の確認を徹底する。 

 

 

３－４．情報発信・共有化の促進のための取組 

不正使用を発生させる要因 

不正使用防止策 

事務局 

【 】は主な担当部署 
部局 

○情報発信及び情報共有が不

十分となっている。 

○ルール等について相談を受

け付ける「競争的研究費等

（公的研究費）に関する相談

窓口（以下「相談窓口」とい

う）」を取りまとめ、HP 等で

周知を行う。【研究推進部】 

○行動規範や不正使用防止計

画等を HP に掲載し、研究費

の不正使用に対する本学の

方針等を学外に公表する。

【研究推進部】 

○内部監査の結果等について、

再発防止の観点から本学に

おいて周知を徹底する。【監

査室】 

○相談窓口を設置し、部局の教

職員等に周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○内部監査の結果について、部

局の教職員等に対し、周知を

徹底する。 

 
３－５．各部局における取組 

 

コンプライアンス推進責任者は、３－２から３－４に掲げる、部局において行うべき取組を実施し、

年１回定期的に、その実施状況を統括管理責任者に報告する。 

 
４．不正使用防止計画の見直し 

 

不正使用防止計画は、内部監査の結果、事務局担当部署が行うモニタリングの結果、コンプライアン

ス推進責任者からの報告及び文部科学省からの情報提供や他の機関における対応等を参考にしつつ、必

要に応じて不断の見直しを行う。 
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５．不正使用防止体制の有効性の確認・検証 

 

監査室は、内部監査において会計書類の形式的要件等が具備されているかなど、財務情報に対するチ

ェックを一定数実施するとともに、研究費の不正使用防止にかかる機関全体のモニタリングが有効に機

能しているか確認、検証を行う。 


